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上院議員がＵＳＰＴＯに対し特許の品質向上を要求 

  

2014 年 8 月 13 日  

JETRO NY 今村・丸岡  

 

Jef f  Merk ley 上院議員（オレゴン州選出、民主） 1含む五名の上院議員 2は、

８月６日、Penny Pr i tzker 商務長官宛に特許の品質向上に関するレター 3を提

出した。  

同レターの中で、ＵＳＰＴＯがこれまで行ってきた品質管理向上に関する取り

組みを評価しつつも、「特許の質を改善すれば、パテントトロールの活動は抑制

される。最高裁では本年度、一部の特許を無効にする判決が出された。

USPTO においては、現在同庁が有するツールを用い、審査プロセスの改善と

特許の質向上に努めることが、今までにない程重要になっている」と述べている。  

具体的には、曖昧で質の低い特許の出願に対して特許査定を出すインセン

ティブを審査官に与えないこと、クラウドソーシングやデータ分析に基づき、有

効性が疑われる可能性がある特許の種類を特定すること、市民がアクセスでき

る情報の量を最大限にすることなどを提言している。（以下、「レターポイント」

参照）  

特許改革を支持するロビー団体 Main Street Patent Coa l i t ion は、

Merk ley 議員らの提言を歓迎する声明 4を発表し、その中で、「パテントトロール

対策の策定においては、質の低い特許が発行されているという問題にもっと焦

点を当てるべきである。また、いたずらな訴訟に対する費用の削減や悪意のデ

マンドレターを含むトロール対策の法改正が効果的である。」としている。  

                                                           
1
 J e f f  M e r k l e y 上院議員のプレスリリース  

2
 J e f f  M e r k l e y 上院議員（オレゴン州選出、民主党）、 S e n s .  M a r k  B e g i c h 上院議員

（アラスカ州選出、民主党）、M a r t i n  H e i n r i c h 上院議員（ニューメキシコ州選出、

民主党）、T o m  U d a l l 上院議員（ニューメキシコ州選出、民主党）、および、M a r k  

W a r n e r 上院議員（バージニア州選出、民主党）  
3
 レター原文（ＰＤＦ）  

4
 M a i n  S t r e e t  P a t e n t  C o a l i t i o n からの声明  

http://www.merkley.senate.gov/newsroom/press/release/?id=f8423d68-09b1-4a18-bab7-945adef01753
http://merkley.senate.gov/download/?id=37c2507f-7272-4814-97e3-10e85fbafdbc
http://mainstreetpatents.org/userfiles/mspc%20supports%20senators%20calling%20for%20stronger%20patent%20quality%20oversight%20and%20improve%20patent%20quality.pdf
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＜レターポイント＞  

①  ＵＳＰＴＯは、審査官のマネジメントシステムや業績評価基準を、審査処理  

件数ベースから、品質を重視するよう見直すべきである。  

②  特許審査官は、審査の経緯を書類に残すべきである。それにより、審査

初   期段階の曖昧な判断であれ、書類として残ることになる。また、審査

官は審査プロセスにおける出願人とのやり取りを詳細に記録し、提供する

べきである。  

③  ＵＳＰＴＯは、効果的な権利範囲の特許を生み出すよう、審査官が出願人

を指導することを奨励するべきである。  

④  ＵＳＰＴＯは、特許の品質向上や権利範囲の明確化への取り組みについ

て、クラウドソーシングや、統計分析を利用するべきである。それにより、

曖昧な権利範囲のある特許や、訴訟リスクの高い特許の特徴を分析する

ことができる。  

⑤  ＵＳＰＴＯは、特許情報、審査経過情報が公衆から確実にアクセスできる

ようにするべきである。特にＵＳＰＴＯのウェブサイトから検索可能にする

ことが重要である。  

 

 また、米国知的財産権者協会（ IPO）は会員向けニュースにおいて今回のレタ

ー提出を踏まえた記事を掲載し、当レターの発出を歓迎した上で、特許の品質

の向上は非常に難しい問題であり、長い間知財業界で議論され続けているテー

マだとコメントしている。  

以上  

  


